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CA米国･ユーロ高利回り債ファンド（愛称:りそな ペア･ハイ インカム） 
目論見書(訂正事項分) 

2004 年 6 月 

クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社 
 
 
 
 
 

1. 目論見書の訂正理由 
「CA 米国･ユーロ高利回り債ファンド」(愛称:りそな ペア･ハイ インカム)目論見書 2004.2(以下「原目論見書」といいます)の記載事
項のうち、平成 16 年 6 月 25 日付をもって有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴い、関係情報の追加及び訂正を行うもので
あります。 

2. 訂正事項  太字下線部分は訂正箇所を表します。 
【ファンドの概要】 

 
 
               (原目論見書 7頁) 
 

投資家
（受益者）

クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社

信託財産の運用業務、受益証券の発行等を行います。

クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社

信託財産の運用業務、受益証券の発行等を行います。

委託会社

りそな信託銀行株式会社
（再信託受託会社：

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社）

ファンドの保管、管理業務を行います。

りそな信託銀行株式会社
（再信託受託会社：

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社）

ファンドの保管、管理業務を行います。

受託会社

株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行
株式会社 近畿大阪銀行※

募集の取扱及び販売、一部解約に関する事務、一部解約
金･償還金及び分配金の支払に関する事務を行います。

株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行
株式会社 近畿大阪銀行※

募集の取扱及び販売、一部解約に関する事務、一部解約
金･償還金及び分配金の支払に関する事務を行います。

販売会社

信託契約

募集･販売等に関する契約

申込金

申込金

一部解約金
償還金･分配金

一部解約金
償還金･分配金

信託金

CA米国･ユーロ高利回り債ファンド

（愛称：りそな ペア･ハイ インカム）

CA米国･ユーロ高利回り債ファンド

（愛称：りそな ペア･ハイ インカム）

ファンド

運用指図

一部解約金
償還金･分配金

受益証券

受益証券
（保護預り）

投資家
（受益者）
投資家
（受益者）
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※ 株式会社 近畿大阪銀行は、平成16年7月1日以降のお取扱いとなります。 

 
 
 
 
【ファンドの申込取扱場所及び払込取扱場所】(原目論見書 9頁)  

株式会社 りそな銀行 

株式会社 埼玉りそな銀行 

株式会社 近畿大阪銀行※ 

大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号 

埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号 

大阪府大阪市中央区城見1丁目4番27号 

※ 株式会社 近畿大阪銀行は、平成16年7月1日以降のお取扱いとなります。 

 
上記の取扱金融機関を、以下「販売会社」ともいいます。販売会社によっては、一部の支店･営業所等で取扱わない場合がありま
す。詳しくは各販売会社にお問い合せください。 
 

 
【ご投資の手引き】 
                       
 

【お申込みの受付場所】(原目論見書 26 頁) 
ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する下記販売会社の本支店営業所等において取扱っております。販売会社によっては、

一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。詳しくは各販売会社にお問い合せください。 

 

販売会社 

株式会社 りそな銀行 

株式会社 埼玉りそな銀行 

株式会社 近畿大阪銀行※ 

※ 株式会社 近畿大阪銀行は、平成16年7月1日以降のお取扱いとなります。 

1．この目論見書により行う｢CA 米国･ユーロ高利回り債ファンド｣の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法(昭和 23 年法第 25

号)の第 5条の規定により有価証券届出書を平成 16 年 2 月 2日に関東財務局長に提出しており、平成 16 年 2 月 18 日にその届出の効力が生

じております。また、同法第 7条の規定に基づき有価証券届出書の訂正届出書を平成 16 年 6月 25 日に関東財務局長に提出しております。

2．｢CA 米国･ユーロ高利回り債ファンド｣の受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、

これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元本及び分配金が保証されているものではあ

りません。 

申申込込（（販販売売））手手続続等等

募募集集要要項項  

フファァンンドドのの仕仕組組  


